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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、パプアニューギニア独立国より技術協力の要請を受け、2011年3

月から4月まで詳細計画策定調査団を派遣し、関連情報を収集するとともに協力の枠組みについて

パプアニューギニア独立国政府関係者と協議を行い、調査結果を協議議事録にて取りまとめまし

た。 

この報告書が本計画の今後の推進に役立つとともに、この技術協力が両国の友好・親善の一層

の発展に寄与することを期待します。 

終わりに、この調査にご協力とご支援を頂いた両国の関係者の皆様に対し、心から感謝の意を

表します。 

 

平成24年9月 

 

独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 熊代 輝義 
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事業事前評価表 
 

国際協力機構農村開発部水田地帯グループ水田地帯第一課 

１．案件名 

国 名：パプアニューギニア独立国 

案件名：和名 小規模稲作振興プロジェクト（フェーズ2） 

英名 The Project on Promotion of Smallholder Rice Production（Phase 2） 

２．事業の背景と必要性 

（1）当該国における農業セクターの現状と課題1 

大洋州最大の人口（国連推計約700万人）を抱えるパプアニューギニア独立国（以下、「パ

プアニューギニア」と記す）では、農業セクターが人口の約8割の生計を支えており、その

多くが自給食料の生産と輸出換金作物であるコプラ、コーヒー、カカオなどを栽培する小

規模農家である。かつては食料自給が可能であったが、人口増加と、都市化、産業開発及

び食生活の変化により、食料需要が大きく増え、現在、穀物や肉など多くの食料を輸入に

依存している。特にコメはパプアニューギニアにおける重要な主食の1つとなっており、年

間15～20万tが輸入される一方で、国内生産は推定約1万tであり、供給をもっぱら輸入に依

存し、その結果、外貨流出が年間3億キナ（約90億円）以上に及んでいる。農家ではコメの

購入が大きな支出のひとつになっており、小規模農家の家計の大きな負担になっている（家

計の5～15％2）。 

上の状況に対処するために本事業のカウンターパート機関である農業畜産省（National 

Department of Agriculture and Livestock：NDAL）は食糧安全保障政策として稲作の振興を国家戦

略として掲げており、特に小規模農家への普及に重点を置き、同省食糧安全保障局（Food 

Security Branch：FSB）に稲作普及課（Rice Extension Unit：REU）を設置し、全国への稲作の

振興を各州と協力しながら実施する体制をとっている。2003年から2008年に実施された技

術協力プロジェクト「小規模稲作振興計画」（以下、フェーズ1）では、小規模稲作技術の

整理と強化（低投入の陸稲栽培管理、手動木臼による収穫後処理、種子の自己生産と保存、

稲作技術のサイクル化）や農民間普及手法（モデル農家アプローチ）を導入し、モデル農

家育成、地方政府による普及サービスの構築（モデル農家支援システム構築、公営精米所

の機能強化、種子配布の実施）、及び中央行政の政策実施・機能強化（REU組織の立ち上げ

やガイドライン策定）を行った。その結果、対象州のモデル郡にて73名のモデル農家が育

成され、2,230農家が当プロジェクトの普及を受けながら稲作に取り組むに至った。また、

稲作振興の担い手となる州政府農業畜産局スタッフの稲作普及計画の策定やモニタリン

グ、報告書作成等の事業実務管理能力が向上し、プロジェクト対象2州政府（東セピック州、

マダン州）は州政府独自の稲作振興予算配賦を開始するなど、地方政府のイニシアティブ

によりモデル農家アプローチによる稲作普及が行われる体制が構築された。その後、農業

畜産省はフェーズ1終了時の提言を受け、独自のプログラムとして小規模稲作の「延長フェ

ーズ」の実施を決めた。同プログラムでは、小規模稲作3の普及対象として、州として独自

                                                  
1 パプアニューギニアは地理的にも社会的にも分断された複数の部族社会によって形成され行政機関の能力が低いこと、また、本事

業の対象が遠隔地の村落の半自給的農家であることから、基礎統計の入手が困難である。政府と各援助機関はこうした状況を踏ま

え、「推測値」を基に開発事業を実施している。本事業もこれに倣い、実測値が不足する場合にはデータの出典を記載したうえで推

測値を用いている。 
2 「小規模稲作振興計画」農家調査（2008）より推定。 
3 フェーズ1により整理された、陸稲栽培管理、種子の自己生産と保存、手動木臼の導入による安定的な収穫後処理といった低投入だ

が安定的な収量を得るための稲作技術。 

 



 

 

の普及予算を確保した2州（マヌス州、ミルンベイ州）を加え、対象地を4州に拡大した。

現在、フェーズ1対象2州内でも普及地域を拡大し、モデル農家がフェーズ1終了時の倍近

くに増加（マダン州は41名から117名、東セピック州は32名から87名に）している。また、

新対象2州では、それぞれ5名（計10名）の農家がモデル農家研修を受け、稲作普及を開始

している。 

このように稲作普及の拡大が行われる一方で、病害虫による被害や休耕期間の短縮化に

よる収量低下が明らかになっており、モデル農家によるこうした技術的問題への初歩的対

応が要望として挙げられている。また、旧対象2州ではモデル農家の活動報告が不安定で、

稲作普及の実態を把握し的確な行政施策を策定するためにもモデル農家のモニタリングや

支援方法の改善が必要となっている。このように、フェーズ1で導入したモデル農家アプロ

ーチやその支援システムの改善を行い、さらに新対象州で導入していくことが求められる。

一方、稲作農家からは手動精米技術だけでなく、公営・私営の精米所による機械精米サ

ービスへの要望が依然として大きいが、村落部では精米機械の機械操作や維持管理の問題

により稼働が不安定な精米機が多く存在している。フェーズ1ではモデル公営精米所の改善

と実践マニュアルの作成を行ったが、機械の修繕・維持管理などの技術指導や、現地の能

力に応じた適切な精米機を導入しサービスを改善するための指針が引き続き必要である。

加えて、行政機関の体制面については、フェーズ1では中央政府のコメ普及体制を構築し

たが、コメ栽培に関する正確な統計情報が存在しないため、次の段階として全国的な食糧

安全保障政策を実施するための障害になっている。また、地方分権を背景とする中央と地

方の連携不足や共通の普及ガイドラインの未整備などの課題があり、引き続き行政の実施

面での強化が必要である。 

 

（2）当該国における農業セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

本事業は、現金収入が限られる小規模農家に低投入の稲作技術を普及することにより、

各農家におけるコメの自給を促進し、コメ購入に係る支出を削減する。小規模農家におけ

る食料自給率の向上、支出の削減と摂取カロリーの増加による貧困削減に貢献するほか、

余剰米の流通拡大による地域内の食料安定供給及びコメの国産化にも貢献する。 

パプアニューギニア政府は、長期的な国家開発計画として、2050年にあるべき姿を「PNG 

Vision 2050」として発表し、鉱物資源への依存から脱却し、農水産業などの持続可能な産業

推進による経済成長をめざすとしている。これを受けて、稲作は「戦略計画（2010-2030）」

や「中期開発計画（2011-2015）」など国家計画モニタリング省が策定した国家計画の農業セ

クターにおける戦略作物の1つに位置づけられており、これら国家計画では特に国内稲作農

家のエンパワメントや収穫後処理の改善を進める必要があるとしている。また、農業畜産

省の「国家農業開発計画（2007-2016）」では食糧安全保障、貧困削減のために農業セクター

を持続的な形で生産性の高い経済セクターに転換することをめざしており、本事業は同計

画に合致している。また、農業畜産省「稲作開発政策（2004-2014）」においてもコメの国産

化は高い優先順位に置かれている。 

パプアニューギニアでは食用作物の普及活動が長く存在しなかったが、現在、小規模稲

作の普及はその重要性から唯一国の普及予算が割り当てられている。簡易な技術を用い、

部族社会の特性にも合致した費用的に効率的なモデル農家アプローチは、パプアニューギ

ニアにおける有効な普及アプローチとして採用されており、本事業はこのアプローチによ

る農業畜産省の小規模稲作普及プログラムを支援するものである。 

 

（3）農業セクターに対するわが国及びJICAの援助方針と実績 

パプアニューギニアにおけるわが国の援助方針を示す事業展開計画（2010年8月）の重点

分野「経済成長基盤の強化」の開発課題「島嶼経済の活性化」においては、人口の80％が



 

 

居住する地方では交通アクセスが悪く行政サービスがいき届かないため住民の生活は厳し

い状態のままであり、行政側の機能強化と住民側の能力強化を課題として挙げている。さ

らにその対応方針として本事業展開計画では、需要の高い農作物である稲作の普及等に係

る支援を継続的に展開するとしている。本事業は稲作の振興とともに関連行政機関の能力

強化と伝統社会に立脚したモデル農家の活動強化をアプローチとしており、上の援助方針

に合致する。また、本事業は、同計画の重点分野「経済成長基盤の強化」に属する「産業

振興プログラム」の下に位置づけられ、同プログラムのめざす地方行政機関の能力強化や

農民の育成にかかわるものである。 

 

（4）他の援助機関の対応 

台湾農業技術団はモロベ州やセントラル州等において種子配布システムの構築や「認定」

種子の生産、試験展示栽培を行い、稲作の生産効率向上を図っている。中国は湖北大地国

际经济技术合作有限公司が西ハイランド州のハイランド農科大学を拠点として、陸稲と野

菜栽培の技術協力を実施している。日本のNGOであるオイスカは東ニューブリテン州で研

修センターを運営しており、全国から研修生を集め稲作を含む農業研修を行っている。 

３．事業概要 

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、需要の高い主食作物である稲作の普及を目的に、プロジェクト対象4州におい

て、①稲作普及サービスの改善、②機械式精米サービスの改善、③農業畜産省による稲作

政策実施の強化を行うことにより、小規模農家が持続的に栽培できる稲作技術を普及し、

もって対象地における食料の自給率の向上に寄与するものである。 

 

（2）プロジェクトサイト/対象地域名：マダン州、東セピック州、マヌス州、ミルンベイ州 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ）：対象4州の農業普及関係職員（約120名）、対象4

州の小規模農家（約11万戸） 

 

（4）事業スケジュール（協力期間）：2011年11月～2015年4月（計42カ月） 

 

（5）総事業費（日本側）：2.5億円 

 

（6）相手国側実施機関：農業畜産省食糧安全保障局 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

専門家派遣：チーフアドバイザー/普及計画管理、業務調整/行政強化、稲作栽培技術、収

穫後処理技術等、3年間で68MM程度 

供与機材等：活動用車両、精米機、事務用機器 

プロジェクト活動経費 

 

2）パプアニューギニア側 

カウンターパート配置（中央4名、地方各1名、計8名）、プロジェクト事務所、活動用

車両、プロジェクト活動経費 

 

 



 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境に対する影響/用地取得・住民移転 

① カテゴリ分類：C 

② カテゴリ分類の根拠：本事業による環境への影響等は非常に限定的である。 

 

2）ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

本事業はパプアニューギニアの農村人口の多数を占める貧しい小規模農家を対象にし

ており、コメの自給と家計支出の削減により貧困削減を行うものである。また、貧困農

家が参加しやすい簡易で低投入な稲作技術を採用している。 

 

3）その他 

特になし。 

 

（9）関連する援助活動 

1）わが国の援助活動 

対象各州の農業畜産局に青年海外協力隊（村落開発）を派遣しており、稲作の普及に

あたっている。また、マダン州職業訓練校にシニアボランティア（SV、農業機械）を派

遣する予定があり、これらボランティアと人材育成及び普及面での連携を行う予定。 

 

2）他ドナー等の援助活動 

フェーズ1では、対象州で研修が可能になるまでオイスカにモデル農家の研修実施で連

携した。本事業においても補完研修の策定と実施において同団体の研修センターと職員

を、技術リソースとして活動レベルで活用・連携することで、効率的な事業実施が期待

される。また事業後の体制構築も視野に入れ、更なる連携を強化することにより、全国

展開に向けた農業畜産局活動の側面支援の実現を図る。 

４．協力の枠組み 

（1）協力概要 

1）上位目標 

対象州における稲作生産者と生産量が持続的に拡大する。 

指標：対象州の小規模稲作農家の増加数、無作為抽出された小規模農家の3年以上の稲

作実施率と収量等 

 

2）プロジェクト目標 

モデル農家アプローチとその支援システムの適用と改善によって対象州において小規

模稲作が普及される。 

指標：小規模稲作農家の増加数、本事業により訓練されたモデル農家から指導を受け

た農民の数等 

 

3）成果及び活動 

成果1：モデル農家補完研修4の実施とモニタリングシステム5の改善によりモデル農家

                                                  
4 フェーズ1で構築したモデル農家研修に含まれない土壌管理や病虫害対策などの科目を含む既存のモデル農家の知識と技術を改善

するための研修。 
5 モデル農家が企画した普及活動を地方政府が評価し、資金や技術のインセンティブを与え、報告書の回収等によりモデル農家の活

動状況や普及状況を把握する方法。 

 



 

 

アプローチとその支援システムによる稲作普及サービスの実施体制が改善する。 

指標：補完研修を受け合格したモデル農家の数、モニタリング改善計画を採用する郡

またはLLG（Local Level Government）6の数、外部要員なしで補完研修を実施できる

REUと州職員の数等 

活動：①モデル農家補完研修のカリキュラム開発、②モデル農家補完研修の実施計画

案の作成、既存モデル農家への研修実施、③モニタリングシステムの見直し（モデ

ル農家の報告書様式・言語、報告書の提出方法等）、④関係地方政府職員の参加によ

るモニタリング改善案の作成と実施、など。 

 

成果2：公営・私営精米所による機械式精米サービスが改善する。 

指標：精米サービス改善計画を実施する郡の数、推奨機を導入した精米所の精米量と

歩留まり（％）、精米所での推奨機の導入数、故障精米機の比率、等 

活動：①機械精米サービスの調査（精米所職員の技術ニーズ、精米機の技術仕様書や

性能の調査と公表）、②全国共通及び各州における機械精米サービスの改善計画の立

案（技術仕様に係る勧告や推奨機械の運用収支分析、既存機械設置の改善案等）、③

各州・郡における改善計画の試行、④モデル精米所における推奨精米サービスの展

示、⑤精米所職員に対する精米機の運用と機械精米サービス施設の管理に係る研修

 

成果3：農業畜産省のREUと食糧安全保障局による稲作政策実施が強化される。 

指標：農業畜産省の働きかけによりモデル農家アプローチによる稲作普及制度を新た

に導入した州の数、小規模稲作普及ガイドラインの承認・採用、機械精米サービス

ガイドラインの承認・採用 

活動：①ベースライン調査（全国を対象とする国内米生産とコメ消費に関して）、②稲

作関連の情報共有の機会創出（全国の管理会議や州レベルの課題別会議など）、③定

期ニューズレター編集等の情報発信、④モデル農家アプローチの対象州拡大の促進、

⑤小規模稲作普及ガイドラインの修正提案書作成、⑥機械精米サービスガイドライ

ンの作成など 

 

4）プロジェクト実施上の留意点 

・ 本事業は、先方政府が自己予算で実施している稲作普及プログラムを強化するため

の支援活動を実施するものであり、同プログラムの弱点を補強し関係機関の能力を強

化することによる普及体制の強化に重点を置いている。 

・ 本事業では、成果1において、普及現場での普及アプローチの改善と普及担当者（モ

デル農家と地方政府職員）の能力向上を行い、成果2では、農家の稲作生産の継続と生

産拡大にとって重要な機械精米サービスの改善を行うことで、プロジェクト目標であ

る小規模稲作の普及に直接的に貢献する。一方、成果3では、稲作普及を担う中央・地

方行政機関が有効な政策・施策を実施し、全国的に展開するために必要な体制を構築

することで、プロジェクト目標及び上位目標を達成するための条件を整えることをめ

ざしている。 

・ パプアニューギニアは交通インフラが脆弱で、本事業では離島や島嶼を含む遠隔の

村落における半自給作物を対象としており、行政機関の能力も限られていることから、

データ収集に多くの困難が伴うことが過去の経験等から明らかになっている。したが

って、本事業では把握可能な行政機関の活動結果及びモデル農家の報告により収集可

                                                  
6 郡の一段下の行政区 

 



 

 

能なデータを中心に指標を設定する。 

・ モデル農家アプローチはパプアニューギニアでこれまで困難であった主食作物の普

及の実施を可能とした事例となっており、政府による支持は高く、小規模農家の稲作

生産に対するニーズも高い。また、本事業を通じて国・州の実施機関は課題対応及び

政策実施に係る必要な経験が蓄積され、実施体制の強化が期待できる。今後、適切な

予算執行を行うことで継続的な中央政府及び地方政府における予算確保も見込まれる

ことから、持続性は高いと見込まれる。 

 

（2）その他インパクト 

・ 本事業は低投入で持続的な自給向けのコメを生産する農家の増加による地域の食料事

情の安定を趣旨とする一方、農家の家計改善や栄養状況の改善なども見込まれる。 

５．前提条件・外部条件 （リスク・コントロール） 

（1）事業実施のための前提 

・ 現行の農業畜産省による小規模稲作普及プログラムが継続して実施される。 

・ 農業畜産省に稲作普及活動の実施予算が配賦される。 

 

（2）成果達成のための外部条件 

・ 治安状況が悪化しない。 

 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・ 農業畜産省食糧安全保障局及び対象州のカウンターパートにおいて大幅な異動が発生

しない。 

・ 深刻な病虫害が大流行しない。 

・ 農業生産に影響を与えるような極端な異常気象が発生しない。 

 

（4）上位目標達成のための外部条件 

・ 中央政府と地方政府が農業政策の実施にあたって「生計のための小規模稲作振興」へ

の予算配賦を予定どおり続ける。 

６．評価結果 

本事業は、パプアニューギニアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と合致しており、

社会背景に留意したアプローチを採用していることから妥当性が高く、プロジェクト期間中に

実現可能で、計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用 

パプアニューギニアは言語の異なる多数の部族から構成される社会であり、部族の論理が強

く働き、農村部では政府の介入が強く及ばないとされている。本事業のフェーズ1（2003～2008

年）では、逆に各部族におけるコミュニティの結束を利用して各グループからモデル農家を選

定し、部族への貢献意欲を利用して稲作技術を普及させるアプローチが機能したことが確認さ

れている。本事業においても、フェーズ1の教訓を踏まえ、住民の稲作の自給に対する強いニー

ズに対して現地の能力に合わせた適正技術を用いることで対応し、かつ部族社会と地方分権化

の特質を活用したアプローチを採用する。 

８．今後の評価計画 

（1）今後の評価に用いる主な指標 

４．（1）のとおり。 

 



 

 

（2）今後の評価計画 

事業開始6カ月以内 ベースライン調査 

事業中間時点 運営指導/中間レビュー 

事業終了6カ月前 終了時評価 

事業終了3年後 事後評価 
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第１章 詳細計画策定調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯 

パプアニューギニア独立国（以下、「パプアニューギニア」と記す）農業畜産省は「稲作開発政

策（2004-2014）」において、稲作の振興を国家戦略として掲げ、特に小規模農家への普及に重点を

置いており、同省食糧安全保障局稲作普及課（REU）がその振興を担っている。 

JICA技術協力プロジェクト「小規模稲作振興計画（以下、フェーズ1）」（2003～2008年）では、

普及技術の整理（陸稲栽培管理、手動収穫後処理技術、種子の自己生産と保存、稲作のサイクル

化）、農民から農民への普及という普及手法の構築と実践に併せて、地方稲作普及組織体制の強化、

REUの立ち上げを行った。その結果、稲作振興の担い手となる州政府農業畜産局スタッフの稲作

普及計画の策定やモニタリング、報告書作成等の事業実務管理能力の向上に貢献したことを受け

て、プロジェクト対象2州政府（東セピック州、マダン州）は稲作振興の効果を認め、州政府独自

の稲作振興予算を配賦するまでに至っている。また、かかる状況を踏まえて、農業畜産省は前プ

ロジェクトの成果を活用した他州への普及展開をめざしている。 

一方で、病虫害対策をはじめとするいくつかの技術課題、精米サービスへのアクセスが限られ

る等、稲作普及・定着にあたっての課題が残されている。現状ではパプアニューギニア農業畜産

省によるこれら課題への対応能力・体制が弱いため、独力で問題解決を行えず、全国普及するた

めの制度や体制も十分に整っていない。かかる状況の下、フェーズ1で構築した稲作振興体制を維

持発展させつつ、稲作を普及・定着させるためのさまざまな課題への解決能力を強化すべく、後

継プロジェクトがわが国に要請された。パプアニューギニアの要請を受け、関連情報を収集しプ

ロジェクトの枠組み案等についてパプアニューギニア国政府関係機関と協議するため、2011年3月

から4月にかけて詳細計画策定調査団を派遣することとした。 

 

１－２ 調査団派遣の目的 

協力の枠組み案等に関し、実施機関をはじめとするパプアニューギニア側の関係機関と協議し、

予想される協力効果、実施体制等を総合的に検討、評価のうえ、協力の枠組み（案）について合

意事項を協議議事録に取りまとめる。また、調査結果を基に、事前評価表（案）を作成する。 

 

１－３ 調査団の構成 

担当分野 氏 名 所属等 

総 括 赤松 志朗 JICA国際協力専門員 

評価分析 寺尾 豊光 水産エンジニアリング株式会社 

協力企画 山崎 潤 JICA農村開発部水田地帯グループ水田地帯第一課 

 

１－４ 調査日程 

2011年3月12日～4月16日〔日程表と現地調査の経路及び関連LLG（Local Level Government）の位

置は付属資料を参照〕 
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１－５ 面談者リスト 

調査における面談者リストは、付属資料を参照のこと。 

 

１－６ 協議結果要約 

１－６－１ 合意した協力の枠組み案 

項 目 内  容 

案件名 小規模稲作振興プロジェクト（フェーズ2） 

The Project on Promotion of Smallholder Rice Production（Phase 2） 

相手国実施機関 農業畜産省、対象州農業畜産局 

対象地 マダン州、東セピック州、マヌス州、ミルンベイ州 

協力期間 3年間 

上位目標 

 

対象州における食糧安全保障が持続的小規模稲作の拡大によって改善され

る。 

プロジェクト目標 モデル農家アプローチの支援システムの適用と改善によって対象州におい

て持続的小規模稲作が普及される。 

成 果 1 モニタリングシステムの改善と補完モデル農家研修の実施により稲作普

及サービスが改善する。 

2 機械式精米サービスが改善する。 

3 農業畜産省食糧安全保障局による稲作政策実施が強化される。 

投入（日本側） 1 長期専門家2名（チーフアドバイザー、業務調整員） 

2 短期専門家（収穫後処理技術等） 

3 機材（事務用機器、精米機、車両等） 

投入（相手国側） カウンターパート職員（中央・対象州）、事務所、維持管理費 

※本調査後に一部表現が変更され、事前評価表及び討議議事録（Record of Discussion）に記載の

とおりとなった。 

 

・ 原要請のプロジェクト目標は「農民の技術改善面」を強調しているものであったが、パプ

アニューギニアの農業の技術更新レベルと必要な支援の規模・期間をかんがみ、本事業で対

応し得る分野である「普及」を強調することを明確にした。 

・ 2つのコンセプト：パプアニューギニア側が既に先行プロジェクトの延長フェーズとして新

規対象州（マヌス、ミルンベイ）でモデル農家アプローチを採用しつつあることを踏まえ、

パプアニューギニア側による延長フェーズの実施支援を行い（成果1と2）、また、全国にモデ

ル農家アプローチを活用した稲作を普及する際に必要となる政策実施の基礎的強化を行う

（成果3）。 

・ 研究機関も対象とした「技術改善」を中心とした原要請に対し、「稲作普及」を中心とする

成果へ変更した（成果1）。モニタリングシステムの改善やモデル農家補完研修の開発・実施

による、延長フェーズによる普及サービスの改善が活動の中心となる。 

・ 「精米サービス」のコンポーネントについては、手動精米技術が既に含まれている成果1と

の重複を避け、ニーズの高い機械精米サービスのみを対象とすることとした。普及している

精米機の性能試験や推奨機種の選定、精米センターの運営改善や推奨機種によるデモンスト

レーションといった活動が中心となる。 
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・ 「中央と州政府の管理能力の強化」の要請に対して、能力強化だけではなく、ベースライ

ン調査や各州間の情報交換、情報発信、普及ガイドラインや精米機ガイドラインの策定を通

じて全国展開を行う際に必要となる実際の施策・活動の実施を行うこととした。 

・ また、現行の案件名｢小規模稲作生産活動強化｣は生産技術の改善を中心とするプロジェク

トを連想される可能性があるため、普及を中心とする当案件のコンセプトを明確にするため、

「小規模稲作振興プロジェクト（フェーズ2）」とした。 

 

１－６－２ 当事業の位置づけ 

小規模稲作及び当事業の政策的位置づけや必要性について農業畜産省及び国家計画モニタリ

ング省と協議し、ミニッツにて確認した。 

・ 稲作は「戦略計画（2010-2030）」や「中期開発計画（2011-2015）」における戦略作物の1

つであり、国内稲作農家のエンパワメントや収穫後処理を進める必要があること、さらに

当事業は「VISION 2050」でめざす農業セクターにおける作物の輸入削減や加工技術の現地

化に最終的に資すること。 

・ 「国家農業開発計画（2007-2016）」では経済成長、社会福祉、食糧安全保障、貧困削減の

ために農業セクターを持続的な形で転換することをめざしており、小規模稲作は唯一予算

が割り当てられている主食作物として本計画の特に食糧安全保障と貧困削減に関連して重

要であること。 

・ パプアニューギニアでは食用作物の普及活動は長く存在しなかったが、持続的小規模稲

作のモデル農家アプローチはパプアニューギニアにおける有効な普及アプローチであるた

め、国内における稲作振興の最初のステップとして考えていること。 

 

１－６－３ その他確認事項 

要確認事項 協議結果 

対象州（東ニューブリテン

州の扱い） 

要請どおり4州を対象とする。東ニューブリテン州は州内にあるオ

イスカに研修委託することで独自の稲作振興の展開を進めてお

り、本プロジェクトの支援システムやモデル農家研修を導入する

妥当性は低いと判断し対象地には含めない。 

協力期間（3年） 3年 

基本方針 技術ではなく普及を中心とする。 

日本側からの投入 対処方針どおり長期専門家2名と短期専門家、供与機材含めて約2

億円の事業規模となる予定。 

技術部門の投入 モデル農家補完研修の一部カリキュラムの策定のために日本人専

門家が必要となるが、基本的にはローカルリソースで対応可能な

高度でない技術部門の投入となる予定。 

JICA他スキームとの連携 対象全州の農業畜産局に青年海外協力隊（村落開発）の配置が継

続され稲作普及にあたるほか、マダン州の職業訓練校に農業機械

のシニアボランティア（SV）が配置され精米機オペレーターの人

材育成にあたることを確認した。国家農業研究所（National 

Agricultural Research Institute：NARI）へのSVの派遣は日本側の人材

の確保や治安、受入側の体制の問題もあり実現は難しい。 
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相手側予算措置 REU及び対象州においては小規模稲作普及に独自の予算が割り当

てられおり、この予算確保を確実に行うことをミニッツにて確認

したほか、カウンターパート予算の確実な確保を国家計画モニタ

リング省予算担当者に依頼し、配慮を行う旨確認した。 

ローカルリソースとの連携 NARIとは品種提供や補完研修の計画、サイト調査などで連携が可

能。オイスカはモデル農家補完研修の計画や実施で協力すること

が想定される。また、UNITECHはベースライン調査の委託が可能

と考えられる。 
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第２章 プロジェクト実施の背景 
 

２－１ パプアニューギニアの農業と稲作 

パプアニューギニアにおける農業は、伝統的に焼き畑による粗放的な移動耕作であり、タロ、

ヤム、サツマイモ等のイモ類とバナナ、サゴヤシなどが主要作物である。作付体系には地域差が

あるが、一般には乾期に森林を伐採し、火入れを行ったあと、雨期の到来とともに植え付け作業

が開始される。収穫時期は作物により異なる。マダン州の事例では、9月ごろから植え付け作業が

始まり、11月からサツマイモを収穫し、タロを2月から、ヤムを5月から収穫する。火入れを行い

作付準備が整った圃場であっても、整地作業はほとんど行われないため圃場内にかなりの凹凸が

あり、木の切り株や灌木などが残されていることが多い。したがって、短期間に多くの降雨があ

ると圃場内が湛水し、作物の生育が妨げられ減収となる。他方、灌漑の技術・施設はないため、

旱魃時には旱害を受ける。このように、パプアニューギニアの農業生産はもっぱら天水に依存し

た脆弱性をはらんでいる。 

パプアニューギニアに稲作が伝えられた年代は必ずしも明確ではないが、第2次世界大戦前には

既に小規模な作付けが開始されていたものと思われる。日本のオイスカや台湾技術団が、今日ま

での約20年間、水稲栽培を試みているが、前述のとおり一般の農民は焼き畑を農法の基本とする

ため、ほとんどの稲は陸稲として作付けされている。稲作は米食の広がりとともに普及している

が、イモ類に比べ長期間の貯蔵が可能であることから、異常気象に対応可能な作物と認識され、

普及が促されている側面がある。 

 

２－２ コメの生産と消費 

パプアニューギニアでは独立以前からコメの主食化が進んできたが、稲作を行う地域は少なく、

コメの消費はもっぱら輸入に依存している。次表のように輸入量・金額は年によって異なり、2006

年から2010年の間では、17万～23万t/年、3～6億キナ/年（90～180億円）が輸入されている。コメ

はパプアニューギニア最大（金額・量とも）の輸入食品である。 

 

表２－１ パプアニューギニアにおけるコメの輸入 

（金額単位：百万キナ） 

年 次 2006 2007 2008 2009 2010 

種 類 t 金額 t 金額 t 金額 t 金額 t 金額 

籾 米 1,370 2.0 1,447 2.3 422 0.8 0 0.0 430 1.1

玄 米 0 0.0 37 0.1 612 2.3 2 0.01 0 0.0

精 米 181,852 284.3 214,583 401.2 223,854 614.6 181,555 575.2 154,915 397.7

バスマティ 1,986 4.0 11,717 21.2 11,073 29.1 20,469 48.8 9,383 72.8

砕 米 7,761 12.7 777 1.0 2,669 5.8 2,7683 8.5 6,833 30.6

計 192,968 303.5 228,561 425.7 238,631 652.6 204,709 632.5 171,561 502.2

出典：Internal Revenue Commission、パプアニューギニア 
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輸入米の一部はキリバスやソロモン諸島などに再輸出されており、その分を差し引くと、2008

年から2010年の間は、およそ17万t程度が国内で消費されていると考えられる。 

国産米の生産量を与える統計はない。ICCC（Independent Consumer & Competition Committee）の

推測（Rice Industry Pricing Review、2010年12月）によれば、近年約1万tが生産されており、その大

半が自家消費され、市場に流通することは少ないとされる。 

輸入米の小売価格は国際価格に対して高く、都市部で4～5キナ/kgであるが、内陸や島嶼部では、

一般に輸送インフラが未整備なため高い輸送コストが付加され、奥地の農村部で6キナ/kg以上とな

る。農村部においてもコメは日常的に主食として食されており、正確な数値は得られていないが

本調査においては支出の半分をコメの購入費に充てていると答える農家もあり、コメの購入費は

家計の支出のなかで高い比率を占めている。農村部においては伝統的な食糧の流通が限られてい

る一方、輸入米のみが幅広く流通しているが、流通条件に左右される不安定な状況にあることか

ら、食糧安全保障上、コメの安定供給は重要な課題とされている。 

 

２－３ 小規模稲作の政策上の位置づけと実施体制 

２－３－１ 小規模稲作に係る政策 

パプアニューギニアの小規模稲作に係る政策は複数存在し、 “Increasing Domestic Rice 

Production as a Component of National Food Security”（農業畜産省、1998）や「稲作開発政策

（2004-2014）」（農業畜産省、2004）等の国家政策にみられるように、最大の輸入品であるコメ

の国産化には高い優先度が置かれている。また、国家農業開発計画（National Agriculture 

Development Plan：NADP）等の上位政策では、カカオやコーヒー等の商品作物に並ぶ戦略作物

に指定されているが、当国の稲作生産に関する正確なデータが存在しない現状においては、い

ずれの政策・計画も総花的かつ抽象的で、具体性及び現実性に乏しいのが現状である（付属資

料参照）。なお、パプアニューギニアの政策上のコメの生産者は自給小規模農家、学校等の教育

機関、及び半商業農業経営体に分けられ、いずれも各政策の計画上では生産拡大を志向するこ

ととしているが、後述するように中央政府予算としては商品作物以外の作物に関しては小規模

稲作に関する普及予算（約900万円）のみが配分されており、現実的に当国が施策として採用し

ているのは自給小規模稲作の普及のみになっている。 

 

２－３－２ 実施体制 

パプアニューギニアにおける小規模稲作普及制度は本事業の支援対象である農業畜産省と対

象4州（マダン、東セピック、マヌス、ミルンベイ）政府、その管内の郡、LLG（Local Level 

Government）とモデル農業化による普及体制である（付属資料参照）。また、一方で、後述のと

おり東ニューブリテン州にみられるように、各州及び郡・LLG政府の独自予算によりオイスカ等

の機関へ委託するような普及の動きもみられる。 

 

（1）農業畜産省（National Department of Agriculture and Livestock：NDAL） 

本事業においては、農業畜産省の食糧安全保障局（Food Security Branch）の稲作普及課

（Rice Extension Unit：REU）が実施機関となる。稲作振興を担う農業畜産省のREUの人員

体制はフェーズ1以降、5名の体制が維持されている。予算に関しては、稲作振興に対して

現在承認されている予算は2011年度で30万キナ（約900万円）となっている。これは、人件
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費は含まない事業費のみであり、食糧安全保障局の主食作物のうち唯一事業予算がついて

いるものである。スタッフの旅費はここに含まれており、十分といえる額ではなく、また、

今後本事業を実施し、対象州を拡大するにあたっては、5名の人員は十分ではないため、毎

年6月の翌年度予算申請に合わせて、継続的に必要な予算と人員を獲得する必要がある。普

及対象地としてはマダン州と東セピック州であったが、JICA小規模稲作振興計画（フェー

ズ1）終了時の合同調整委員会（JCC）議事録添付資料に沿って、2009年にマヌスとミルン

ベイ州に対象を拡大し、フェーズ1の手法を採用した「延長フェーズ」を独自に開始してい

る。延長フェーズの実施対象を将来新たに1州か2州増やすことが検討されているが実施体

制の整備課題も残されており、具体的な動きにはなっていない。 

 

（2）各州農業畜産局（PDAL） 

主に稲作振興のために現在1名の青年海外協力隊員が配置されており、州として稲作チー

ムを組み積極的に活動にあたっている。予算は少なく、またスタッフにも人数的、技術的

限界がある。いずれの地域においても稲作の普及体制において最も大きな課題はモニタリ

ングで、いずれの地域でも農家数や収量等のデータが正しく収集されていない。原データ

となるモデル農家（Model Farmer：MF）の活動報告書提出率が低いためであり、毎年5月と

11月に州農業畜産局（PDAL）がデータを取りまとめて中央に提出しているものの、提出率

（モデル農家捕捉率）は州・郡によって異なり、東セピック州マプリック郡では75～80％

と高いが、マダン州全体では50％と少ない。 

 

（3）国家農業研究所（National Agricultural Research Institute：NARI） 

本部はモロベ州Laeの市街地にあり、試験場は郊外にある。試験場では、原原種の生産が

行われると同時に国際稲研究所（International Rice Research Institute：IRRI）等から品種を導

入し、品種比較試験、選抜が行われている。現在、Laeは治安及び住居の確保の問題により

JICAはボランティアの派遣を行っておらず、シニアボランティアによる同研究所との連携

の可能性は低い。 

 

（4）オイスカ・エコテック研修センター 

東ニューブリテン州ラバウル郊外に事務所、研修施設をもち、さまざまな総合農業研修

を実施している。研修はオイスカが独自に行う1年の総合農業研修（数十名/年）のほか、東

ニューブリテン州ガゼル郡、ココポ郡等がモデル農家を育成するために農民研修を委託し

ている。これまで外務省草の根無償資金等のスキームにより設備の整備が行われている。

稲作はもともと水稲が主であったが、フェーズ1においてモデル農家研修を委託する等の経

緯により、陸稲栽培の研修も行っている。パプアニューギニアにおいては唯一といってい

い実務的な技術研修の実施機関であり、スタッフの稲作栽培上の技術はおおむね問題がな

いと思われるが、経験に立脚する技術が中心となっており、科学的な分析に基づくもので

は必ずしもないため、専門的には不安定な面もある。当プロジェクト実施にあたっては、

オイスカは重要な連携先であるが、技術的に十分確かであるかどうか確認しつつ、必要に

応じて本邦から専門家を補完しつつ技術研修の策定や実施を行う必要がある。 
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２－４ 各国ドナーの支援状況 

パプアニューギニアの稲作分野では日本のほか、台湾は種子配布分野を中心に、中国は教育機

関を対象に事業を実施しており、JICAとは異なる分野・アプローチで活動している。 

    

（1）台湾農業技術団 

モロベ州Lae市郊外に試験圃場等から成るベース施設をもち、長年にわたって、モロベやセ

ントラル州等において稲作や園芸作物分野で技術支援にあたっている。最近のGrain Yield 

Enhancement Project（2011-2014）では、種子配布システムを開発しNDALに移管すること、全

国4地域において「認定」種子8tを生産すること、試験展示栽培を行うこと等の活動を通じて、

稲作の生産効率を増加し、輸入穀類への依存ひいては外貨支出を低減することを目的として

いる。台湾農業技術団は全国的な種子配布を事業化しつつあるが、品種はTCS10に限定される。

また遠距離では種子の輸送が難しく発芽率が低下する問題を生じている。 

 

（2）中 国 

2009年11月から2年間、西ハイランド州のMt. Hagen市に所在するハイランド農科大学を拠点

として、陸稲と野菜栽培の技術協力を実施している。計画によれば、専門家5名が派遣され、

展示栽培と周辺農家への研修が実施されている。2011年11月の終了を迎えて、パプアニュー

ギニア側から3～5年間の延長要請がなされている。援助組織は湖北大地国际经济技术合作有

限公司で、中国政府の国有企業である。 

 

２－５ 調査対象州の現状 

1975年にオーストラリアから独立したパプアニューギニアは早くも1978年に地方分権に移行し

ている。農業行政・普及体制が整備されないまま、州や郡政府の自治が始まったといえる。現状

では、ココナツ、カカオ、コーヒー等の輸出換金作物を除き、サゴヤシ、タロ、キャッサバ、ヤ

ム、調理用バナナ、コメなど、自給食料となる作物に対する普及体制が一般に未整備だが、これ

は、地方農業行政がまだ整っていないことが一因と考えられる。そのようななかで、「フェーズ1」

と「延長フェーズ」は、農業畜産省が主導し、州政府も普及制度として取り入れたパプアニューギ

ニアでは数少ない農業普及事例の1つとなっている。延長フェーズにおいては、先行2州（東セピ

ックとマダン州）はリソース州として、農業畜産省を支援し、自州の農業畜産局（PDAL）職員や

モデル農家の知識・経験を提供する立場にある。 

延長フェーズは表２－２のような段階を踏んで実施されてきている。 

 

表２－２ 延長フェーズの実施経緯 

2008年11月～ 

2009年10月 

フェーズ1のJCCにて事業終了後の対象州拡大が合意される。その後、全16

州を招いてのマダン州への視察、各州からの関心表明を経て、予算割り当て

を行った2州（マヌス州・ミルンベイ州）が対象州として選定される。 

2009年11月 実施州の州職員研修を実施。マヌス州5名、ミルンベイ州4名が受講。講師は

REUとリソース州の担当職員。 

2010年2月ごろ 定例管理会議、2010年年間計画（AOP）承認。 

東セピック州がリソース州としてモデル農民研修の受入表明を行う。 
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2010年4月 実施州に対する第1回モデル農家（MF）研修を東セピック州マプリック郡で

開催。受講者数マヌス州5名（2011年目標8名）、ミルンベイ州4名（2011年目

標7名）。主たる講師はマプリック郡のMF。必要経費は農業畜産省が負担した。

2011年3月 定例管理会議（NARI、Papua New Guinea University of Technology：UNITEC、

東ニューブリテン州も参加） 

2011年5月（予定） 第2回MF研修を予定（マダン州）。受講者は、マヌス州3名、ミルンベイ州3

名を予定。 

 

（1）フェーズ1対象州と新規対象州 

フェーズ1に引き続き実施中の延長フェーズにおいては、先行2州（東セピックとマダン州）

はリソース州として、農業畜産省を支援し自州の農業畜産局（PDAL）職員やモデル農家の知

識・経験を新規対象州（マヌスとミルンベイ州）に提供する立場にある。 

 

（2）フェーズ1対象州 

モデル農家の活動捕捉状況は州・郡によってばらつきがあるが、報告書を提出する多くの

モデル農家は近隣農家への普及を継続し、特に東セピック州マプリック郡では稲作農家の拡

大が顕著である。モニタリング報告の様式や普及ポスター類は、先行事業が作成したものが

そのまま使用されていたが、モニタリングフォームの修正を行うなど改善の余地がある。ま

た、モデル農家の普及活動・モニタリング報告書提出などへの支援の方法も州や郡によって

異なっている。2州においてはモデル農家研修に対して、リソース要員として貢献する者（中

核モデル農家）が存在しており、本案件においても大きな役割を果たすものと思われる。 

    

1）マダン州 

人口34万6,000人（2000年センサス）、自給農家は6万1,000世帯（同）。フェーズ1終了時の

2008年までにモデル農家（MF）を51名育成し、その後、州予算によるモデル農家研修によ

り、117名（2010年11月期モニタリング報告書）まで増員するなど拡大しつつある。しかし、

現状ではMFの約半数だけが活動報告書を提出しておりモニタリングに改善の必要がある。

州全体の稲作農家の正確なデータは未整備であるが、2010年は4,583の稲作農家がモデル農

家の指導を受けたと報告されており、稲作農家数が拡大していることがうかがえる（稲作

農家数は2009年以前は2,500戸と推定されていた）。マダン州の稲作振興は州のイニシアティ

ブの下、農業普及は郡が主体となって実施する体制であり、郡の下の行政単位のLLG（Local 

Level Government）では近年、州職員であるRDO（Rural Development Officer）が一般普及要

員として配置されている。モデル農家の普及活動の捕捉率が低い理由として、州では郡農

業畜産局の予算・人員不足を挙げている。 

 

2）東セピック州 

人口34万3,000人（2000年センサス）、自給農家は6万5,000世帯（同）。2001年～2008年の

間に87名のモデル農家を育成し、そのうち43名がフェーズ1期間中に育成された。さらに

2009年から2013年までに66名のモデル農家を育成する計画である。 

東セピック州では活動が盛んなマプリック郡がモデル郡的な位置づけになっており、同

郡のモデル農家員数は2011年3月現在で34名であり、稲作農家は郡内だけでも約2,000戸で、



 

－10－ 

フェーズ1終了時評価時の稲作農家数が780戸であることから、稲作農家数が2.5倍以上増加

している（2000年センサスによる同郡世帯数は1万2,000戸）。2010年11月期は、モデル農家

員数が31名で、そのうち22名（71％）が実施報告書を提出。半年ごとにモデル農家ミーテ

ィングを開催しているが、その際には交通費が支援されているのみであり、MF養成研修や

MFミーティングにおける補完研修や情報交換の場の設定などがMF支援の主な内容となっ

ている。 

 

（3）新規対象州 

マヌス州・ミルンベイ州の両州は離島を含むアクセスの難しい村落を有しているため、モ

デル農家アプローチによる自給向け稲作普及のニーズは大きい。また、州の当事業への参加

意向が強く、稲作普及予算を確保していることから対象地としての妥当性は高い。 

    

1）マヌス州 

パプアニューギニア本島の北岸から約300km離れたビスマルク海の北辺に位置し、多数の

島嶼から構成される。道路が未整備のため、集落間の交通にはボートで海上を経由するな

ど往来が困難な地域が多い。1州1郡12のLLGで構成されている。人口6万人で農家戸数は

４,969戸（2000年センサス）。そのうち稲作農家は現在約200戸とされる。延長フェーズによ

り、2010年にモデル農家5名を育成し、地方政府職員も6名が受講した。2011年には、更に

モデル農家3名を育成する予定。モデル農家8名（候補者数を含む）はLLG2カ所から選出さ

れている。モデル農家による普及活動はまだ実績は少ないが、PDALの説明によれば、報告

書の未提出者でも活動していることは分かっているが、離島等の遠隔地にいるため報告書

の提出が困難とのことであった。農業普及は他州同様にLLG配置のRDOが主体となって実

施する体制であるが、州政府はLLGの下の地区（Ward）レベルの体制強化を進めており職

員を配置する計画がある。精米機はすべてマイクロミル型で17台（うち6台故障中）あり、

生産規模が小さいこと、遠隔地が多いことから当面は手動精米技術及びマイクロミル型精

米機の普及が中心となる。 

 

2）ミルンベイ州 

パプアニューギニア本島の最東端に位置する。本島部と島嶼部の両方から構成される。

LLGは8カ所あり、人口28万3,000人、農家戸数2万3,000戸。稲作農家は現在約1,500戸とみら

れている。延長フェーズにより、2010年にモデル農家5名を育成し、地方政府職員4名も研

修を受講した。2011年には、更にモデル農家3名を育成する予定である。ミルンベイ州のモ

デル農家候補8名は全LLGから選出されており、普及モデル地は特に設定せず、州が全LLG

を支援しつつ全地域で並行して普及を行う意向である。この州でも、モデル農家の活動は

2010年に開始されたばかりで実績が少なく、活動報告書を提出したモデル農家は5名中3名

である。島嶼部は、本島などとの交通にボートを使用するためコスト高で往来が困難で、

一方、本島では道路が一部整備されているが、モデル農家やRDOが担当する集落間の距離

は大きい。精米機はマイクロミルが9台ある（うち5台故障中）。 
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（4）東ニューブリテン州（対象外） 

人口22万人（2000年センサス）、世帯数4万3,000戸（同）、稲作農家は現在約2,000戸とされ

ている。同州では近年CPB（カカオに発生する病気）がまん延し、カカオから稲作への転換が

進んでいる。農民間普及を行うことを前提に、オイスカに農家の稲作研修を委託する郡（ガ

ゼル郡、ココポ郡等）が存在しており、オイスカの話では、2009年以来郡からの依頼が顕著

となっており、その背景にCPBのまん延があると考えられる。2010年にはガゼル郡、ココポ郡

は30～35名をグループとする研修を実施し、研修費は郡が負担した。未耕作地に余裕がない

ガゼル郡ではオイスカは常畑化を奨励しており、有機肥料投入による地力維持を研修に含め

ている。精米機は井関4台、マイクロミルが多数あるが、機械の維持管理に問題があるものも

ある。 

本調査では当案件への参加に関心ある州として調査したが、同州では域内でオイスカを有

するという立地を活用し郡やLLGが主体となってオイスカでの稲作研修を進めており、当案

件のモデル農家アプローチとの重複もあるため対象地としては妥当でないと判断された。 

 

２－６ 対象州における課題に係る技術的所見 

（1）稲作の技術的課題 

今回の調査を通じて、以下の技術的課題が認められた。 

    

1）休耕期間の短期化による地力低下 

稲は主として焼き畑で栽培されるが、マダン州農業畜産局によると、人口圧力の高まり

により元来10年以上確保されていた焼き畑の休耕期間が短期化する傾向にある。わずか1年

の休耕期間ののちに再び元の圃場に作付けされる事例が見られるが、化学肥料や堆肥の投

入といった地力増強対策が講じられていない。このような状態が続けば、近い将来に地力

が著しく低下し、稲の収量が大幅に減少することが懸念される。州農業畜産局食糧安全保

障担当者は、有機肥料に関する研修実施を希望している。 

東セピック州マプリック郡の農家インタビューにおいても休耕期間を2年から4年とする

農民が複数認められ、休耕期間の短期化が進んでいることがうかがえた。複数のモデル農

家が、収量の低下を問題点として挙げており、休耕期間の短期化が地力低下をもたらし、

結果的に収量の低下が顕在化しているものと思われる。同郡は人口密集地域であり、1戸当

たり土地所有（クラン＝親族集団所有地へのアクセスを含む）面積が相対的に小さいこと

が、この問題のひとつの背景としてあると思われる。また、急しゅんな斜面に農地を確保

する事例が多いことから、土壌流亡が懸念される。 

 

2）種子生産とその流通 

マダン州では稲作の普及拡大に伴い種子不足が顕在化しており、モデル農家による種子

配布・販売のみでは、新規稲作農家の種子需要に十分応えることが難しくなっている。マ

ダン州農業畜産局が、モロベ州Lae近郊に拠点を置く台湾技術団からTCS10の種子を取り寄

せたが、発芽歩合が低かった。輸送中と保管中の温度管理等の問題から、種子の品質が低

下したことが推察される。船便による輸送状況を確認し、船倉やコンテナ内が高温になる

のであれば、断熱梱包を施す等の対策を講じる必要がある。 
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3）病虫害 

マダン州南西部に位置するウシノブンディ郡でトビイロウンカが発生しており、ホッパ

ーバーンと呼ばれる坪枯れ被害を受けている。モデル農家によれば、トビイロウンカの被

害は、TCS10、NARI1で見られ、IR64及び在来種のフィンチでは認められていない。同郡は

トビイロウンカが大発生したモロベ州と距離的に近いため、同州から飛来した可能性があ

る。 

マヌス州で作付けされる稲品種のほとんどはTCS10であるが、トビイロウンカ抵抗性が弱

いことが懸念される。マヌス州においては、現在までのところトビイロウンカの発生は確

認されていないが、物流によって運ばれたり、風に乗って飛来することが考えられるため、

十分な注意が必要である。特にマヌス州では、年間を通じて稲作が行われるため、トビイ

ロウンカの繁殖に好適な環境を提供しているということもできる。 

また、マヌス州において紋枯れ病の発生を確認した（モデル農家がモデル農家研修で訪

れた東セピック州より持ち帰ったフィンチ種で発生）。稲株下部の葉鞘から病斑が上昇した

のち、出穂後の穂に転移し不稔籾となっていることが認められた。 

ミルンベイ州においては、メイチュウの発生を確認した。メイチュウの発生圃場では多

く不稔籾（白穂）が見られた。メイチュウが稲の茎に入り込み、養分吸収を阻害した結果

である。収穫後の稲わらを焼却する等の対策を講じることが必要である。モロベ州では、

メイチュウが大発生し、稲の作付けを休止した地域があることから、今後の発生動向を注

視する必要がある。 

トビイロウンカ対策としては、トビイロウンカ抵抗性品種の作付けを進めることが必要

である。パプアニューギニアで作付けされている稲品種のトビイロウンカ抵抗性は必ずし

も情報が得られていないため、発生地域ではIR64など一定の抵抗性をもつことが知られて

いる品種の作付けを推奨する。また、トビイロウンカの寄主作物は稲のみであるので、ト

ビイロウンカが大規模に発生した場合は、地域ぐるみで少なくとも1カ月程度の休耕期間を

設け、繁殖を妨ぐなどの対策が必要である。 

 

（2）精米サービスの状況・課題 

対象4州において、精米機（籾すりと精米を1台で行ういわゆるワンパス式）は、少なくと

も81台あり、うち把握されている故障中のものが1/4近くの20台にのぼった。精米機の9割方は、

フィリピン製精米機と中国製空冷ディーゼルエンジン（ヤンマー製エンジンのコピー製品）

を組み合わせたマイクロミルと呼ばれる簡易なものである。日本円換算で20万円強と安価で

あることから普及が進んでいる。籾すり部は日本で一般的なゴムロール式とは異なり、高速

で回転する金属ブレードとケースの間を籾が通るときに脱ぷする仕組みとなっており、砕米

の発生が多い。エンジンはオリジナルのヤンマー製に比べ耐久性が劣り、また、精米機とエ

ンジンを載せるフレームの強度が十分でない。しかし、エンジンはエンジンオイルを小まめ

に交換すること、フレームは改良によって強度の向上を図ることが可能である。 

マダン州マダン郡精米所及び東セピック州マプリック郡精米所（モデル精米所）では、マ

イクロミルより相対的に処理能力の高い井関農機製及びサタケ製精米機がいずれもヤンマー

製ディーゼルエンジンと組み合わされて使用中である。これらの精米所ではオペレーター研

修を実施済みであるため、基本的な維持管理については、大きな支障はない。しかしながら、
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両社の販売代理店がパプアニューギニアに存在しないこと、両社ともに当該精米機の生産を

既に終了していることから、今後スペアパーツの入手が困難となることが予想される。 

上記2カ所の精米所では、一定額の精米料金を農民から徴収のうえ、資金・機材の管理がな

されているが、将来の機材更新に向けて計画的な減価償却が行われているわけではない。今

後、同様の中型機械による精米が他地域にも普及することが見込まれることから、当案件で

は、モデル精米所として機材の適正なメンテナンスに加え、経済性を含めた精米所の成立要

件を明らかにすることが求められる。 

 

（3）小規模稲作の経済的効果と商業化の可能性 

フェーズ1実施中の2008年に実施された農家調査においては、調査対象農家のうちコメ販売

農家の割合はマダン州において2割程度であった。今回の調査においてもマダン州では調査対

象農家8戸のうち4戸、東セピック州では7戸のうち1戸がコメを販売したと回答している。マ

ダン州で調査した8戸の1戸当たり平均収穫量は597kgで、うち自家消費量が446kg、販売量が

150kgとなっている。大まかには収穫量のうち、3/4を自家消費し、残り1/4を販売した計算と

なる。販売先は、いずれも居住村と近隣地域内であってタウンの市場には出荷されておらず、

地域内での自家消費/換金傾向が明らかである。 

稲の1戸当たり平均作付面積は、約30aであるが（平均単位面積当たり収量：約2t/ha）、完全

に人力のみ（基本的に家族労働力を使用）により開墾・火入れ等の準備作業から始まり、播

種、除草、収穫に至る一連の作業を行うことから、作付面積の飛躍的増大は期待することが

できない。また、単位面積当たり収量の増加は期待すべきでなく、むしろ持続的、安定的に

収量レベルを維持することを志向すべきと思われる。 

今後、小規模稲作農家の増加に伴い、コメ販売量も一定量は増加するものと思われるが、

作付面積と単位面積当たり収量が限られること、コメに対する地域内での需要が高いことか

ら、他の伝統食糧作物と同様、流通は郡内等の地域コミュニティに限られ、幅広く州外に出

荷される段階には至らないと考えられる。 

 



 

－14－ 

第３章 プロジェクトの基本計画 
 

３－１ 要請の背景と内容 

本プロジェクトに係る2009年8月26日付の要請書では、プロジェクトの背景として、以下の説明

がなされている。「パプアニューギニアでは、農業セクターが国民経済の中核を成している。人口

の約8割の生計を支え、自給食料の生産と同時に収入機会の源をも提供している。このような自給

生産は、全国で82万世帯に達する小規模農家により営まれており、自給あるいは少量販売のため

に行われる小規模農家の生計活動により食糧作物の生産が成り立っている。一方、パプアニュー

ギニアでは歴史的に食料自給が可能であったところ、人々の国内移動、都市化、産業開発及び食

生活の変化によって、この状況は急速に変わりつつある。インフラの未整備、市場アクセスの制

限、収穫ロス等のため、米麦類等を中心とする輸入食料への依存を招いている。伝統的な主食に

加えて、コメは重要な主食の1つとなりつつあり、1人当たり消費量は30kgに達する状況であるが、

供給をもっぱら輸入に依存することに伴い外貨流出が年間3億キナ以上に及んでいる」。以上の背

景説明に示されるように、要請プロジェクトはフェーズ1に引き続き国産米生産の促進をめざすも

ので、小規模稲作振興と同様な政策上の位置づけ（２－３節参照）をもつ。 

また、当初の段階では、本プロジェクトは4年を実施期間として、以下のような内容で要請され

た。「フェーズ1は実施可能な普及モデルの開発に成功し、対象地域の関係農家や政府職員の能力

向上に寄与した。しかしながら、プロジェクト実施途上において、いくつか課題が特定された。

すなわち技術課題に対応するために必要な研究機関との協力、生産効率を改善するための栽培方

法の一層の開発である。『稲作開発政策（2004-2014）』に挙げられている12件の政策目標のうち、

新プロジェクトでは、生産効率維持を図り栽培方法を改善するために農業畜産省と教育・研究機

関及び対象州との協力が促進される。栽培方法の改善には、地力（土壌肥沃度）の改善、病虫害

の制御、輪作、収穫後処理技術及び雑草管理が含まれる」。以上の考えから、要請書にはプロジェ

クトの要約として次の3件の成果が挙げられていた。①研究教育機関との連携により、小規模稲作

農家の栽培現場において実践される技術が改善される、②政策策定やガイドラインの整備、機械

型/手動型精米手法の促進を通じて、実行可能な精米サービスが構築される、③中央及び州政府職

員の管理能力が強化される。 

 

３－２ プロジェクト内容の協議 

以上の要請内容に対して、現地調査において実施機関であるREUとの間にプロジェクト・デザ

イン・マトリックス（PDM）案の協議が行われ、その結果、以下のようにプロジェクトの内容を

整理することが合意された。 

    

（1）プロジェクト目標：本事業の基本コンセプトを要請内容の“農民の技術改善”から“現状

に沿った普及の拡大”へと変更し対応することを明確にした。その背景として以下のような

現状がある。パプアニューギニアでは、焼き畑移動耕作を基本的な栽培技術としてきた一般

農家の自給生産を主とする技術対応レベルは極めて伝統的粗放レベルにとどまっており、ま

た、商品経済の浸透レベルも低いことから、技術レベルの更新にかかわる対応力量も極めて

限られている。さらに、このような現状に沿った農業技術研究・開発・普及体制も同様に脆

弱である。このようなパプアニューギニア農業の全般的環境に対応した技術更新支援には長
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期的な展望に基づく継続的な資源投入による協力が不可欠である。一方、既にJICAは過去数

十年に及ぶ対アフリカ農業協力の経験を有しているが、それらに準じた規模・内容の支援を

現時点でパプアニューギニアに対して企画・実施することは本事業が想定している規模・期

間では困難である。 

 

（2）成果レベルは2つのコンセプトに分類される。パプアニューギニア側が既に先行プロジェク

トの延長フェーズとして新規対象州（マヌス、ミルンベイ）でモデル農家アプローチを採用

しつつあることを踏まえ、パプアニューギニア側による延長フェーズの実施支援を行うもの

（成果1と2）。もう1つは、全国にモデル農家アプローチを活用した稲作を普及する際に必要

となる政策実施の基礎的強化を行うものである（成果3）。 

    

1）成果1：研究機関も対象とした「技術改善」を中心とした原要請に対し、対処方針どお

り「稲作普及」を中心とする成果へ変更した。モニタリングシステムの改善やモデル農家

補完研修の開発・実施による、延長フェーズによる普及サービスの改善が活動の中心とな

る。 

 

2）成果2：「精米サービス」のコンポーネントについては、手動精米技術が既に含まれてい

る成果1との重複を避け、ニーズの高い機械精米サービスのみを対象とすることとした。

普及している精米機の性能試験や推奨機種の選定、精米センターの運営改善や推奨機種に

よるデモンストレーションといった活動が中心となる。なお要請にあるガイドラインの策

定は政策実施能力強化の要素が大きいことから成果3に含めることとした。 

 

3）成果3：「中央と州政府の管理能力の強化」については、能力強化だけではなく、ベース

ライン調査や各州間の情報交換、情報発信、普及ガイドラインや精米機ガイドラインの策

定を通じて全国展開を行う際に必要となる実際の施策・活動の実施を行うこととした。 

 

３－３ 基本計画 

（1）案件名 

当初の案件名｢小規模稲作生産活動強化｣では、生産技術の改善を中心とするプロジェクト

を連想させるので、普及を中心とする当案件のコンセプトを明確にするために、「小規模稲作

振興プロジェクト（フェーズ2）」“The Project on Promotion of Smallholder Rice Production（Phase 

2）”に変更することで合意した。 

 

（2）対象地域 

マダン州、東セピック州、マヌス州、ミルンベイ州 

 

（3）対象組織 

農業畜産省（NDAL）、対象州（マダン州・東セピック州・マヌス州・ミルンベイ州）農業

畜産局（PDAL）等。 
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（4）案件の枠組み 

プロジェクト目標は、「モデル農家アプローチへの支援体制」の適用と改善に置かれている。

モデル農家アプローチへの支援体制とは、現にフェーズ1対象州（マダンと東セピック州）で

は引き続き、また延長フェーズ対象州（マヌスとミルンベイ州）では新たに、行われている

モデル農家アプローチによる小規模稲作振興のための政府の支援活動を指す（図３－１参照）。

本プロジェクトでは、このうち、モデル農家補完研修、モデル農家支援（特にモニタリング

活動への支援）、精米機施設運営に向けた活動を行う。以上は成果1と2の部分に対応する。一

方、中央政府では各州でどのような支援活動が行われているか基本的な情報不足がみられ、

以上の支援体制を改善するうえで、情報活動と各州に対する事業指針の提示が必要である。

NDAL-REUの政策実施強化として、成果3でこの状況に対処する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
太枠：農民間普及（Farmer To Farmer Extension：FTFE） 

細枠：政府支援活動 

図３－１ フェーズ1のモデル農家アプローチ 

 

要 約 内 容 

上位目標 対象州における食糧安全保障が持続的小規模稲作の拡大によって改善さ

れる。 

プロジェクト目標 モデル農家アプローチの支援システムの適用と改善によって対象州にお

いて持続的小規模稲作が普及される。 

成果1 モニタリングシステムの改善と補完モデル農家研修の実施により稲作普

及サービスが改善する。 

成果2 機械式精米サービスが改善される。 

成果3 農業畜産省のREUと食糧安全保障局による稲作政策実施が強化される。

 

稲作基礎技

術の訓練 

モデル農家 

一般農家

精米機施設運営

種子配布

モデル農家支援



 

－17－ 

1）成果1の活動 

番号 内 容 補足説明 

1-1 モニタリングシステムの改善：対象州/郡

のMFが行う現行のFTFEについて、MF支援

システム、MFの報告書様式、言語、報告

書の提出方法等の観点から見直しが行わ

れる。 

州、郡、LLGと、いずれの地方行政機関も

MF支援システムに関与するが、その関与

の濃淡に地域差がある。 

1-2 モニタリング改善案（単数または複数）が

開発され、関係地方政府職員が参加するワ

ークショップを通して最終化される。モニ

タリング改善案（単数または複数）が対象

の地方/郡で実施される。 

州により特にMFの活動報告書の提出方法

（有償・無償）等に相違が見られる。地域

性を生かすために改善案が複数になるこ

ともあり得る。 

1-3 MF補完研修：土壌管理、病虫害等の分野

において、MF補完研修を実施するための

カリキュラムが開発される。 

カリキュラムの内容構成は、農民の既存技

術レベルと潜在対応レベル、これにかかわ

る人的資源などの現地事情に即した実際

的内容が求められる。 

1-4 MF補完研修の実施計画案が作成・実施さ

れる。研修実施計画案には、研修候補者の

選定方法、修了試験、指導者の調達方法、

指導者育成のためのREU及び州職員の研

修方法等が含まれる。 

修了試験の実施とともに、受講者による研

修コース評価を行うことが望ましい。 

 

2）成果2の活動 

番号 内 容 補足説明 

2-1 機械精米サービス：サンプル抽出された対

象州/郡の公営及び民間精米施設の精米機

の技術仕様書、出力及び実際の性能が調査

され、調査結果が本プロジェクトに関与す

る全地方政府とその他関係機関に公開さ

れる。 

以前に同様な調査がシニアボランティア

（岩野登氏）により実施されたことがあ

る。そのような既往調査をベースとして、

拡大調査を行うことが求められる。 

2-2 上記の調査結果に基づいて、機械精米サー

ビスの改善計画（単数または複数）が立案

される。改善計画案には、精米機の技術仕

様に係る勧告（複数）、推奨機械の運用収

支分析、既存機械設置の改善案を含む。 

各地における生産量に見合った能力をも

つ精米機の導入が求められる。現状では小

規模生産量に見合った小型機種と、その一

段上の中型機種の少なくとも2種類に対応

した改善案の作成が対象となる。 

2-3 上記の改善計画（単数または複数）がプロ

ジェクト対象地で試行される。 

試行の結果は活動3-6にフィードバックさ

れる。 

2-4 少なくとも4対象州の選定された公営精米

施設において、モデル精米サービスが展示

される。 

対象の公営精米施設では精米機の能力不

足など運営上の問題をもつ。モデル精米サ

ービスはこのようなニーズも満たすもの

であること。 
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2-5 精米機の運用と機械精米サービス施設の

管理に係る研修が実施される。 

社会一般に機械技術経験機会が限られて

いることから、REUの精米技術職員、マダ

ン及び東セピック州のモデル精米センタ

ー技術者、オイスカセンター技術者など限

られた既存技術者の経験を活用すること

が望ましい。 

 

3）成果3の活動 

番号 内 容 補足説明 

3-1 ベースライン調査：食糧安全保障の観点から、

全国を対象とする国内コメ生産とコメ消費に

関するベースライン調査が実施される。 

予算の見合う限りサンプル数を確保す

ること。 

 

3-2 情報共有：全国の管理会議や州レベルの課題

別会議などさまざまな機会を利用することに

よって、対象州/郡の稲作関連の情報が共有さ

れる。共有すべき情報には、地方政府が行う

稲作普及の体制、栽培及び収穫後処理に係る

技術課題、輸入米と国産米の市価、援助組織

による支援等が含まれる。 

従来より類似のアンケート調査の回収

効率が極めて低かったという経験を重

視し、まずは州・郡関係者への食糧安

全保障関連の統計調査への理解を求め

るなど、さまざまな工夫が必要となる。

機会を得て調査票に基づく面談調査を

行うことも求められる。また、州レベ

ルの調査効率が良くない場合は、郡レ

ベルで調査することも必要。 

3-3 上記の活動3-1と3-2から得られる結果が定期

ニューズレターに編集され、本プロジェクト

に関与する政府機関及びその他関係機関さら

に対象州以外の州にも公開される。 

情報共有はハードプリントの発行によ

る。加えて、ウェブサイトの開設を検

討する。 

 

3-4 MFアプローチを通して小規模稲作を開発す

るよう対象州以外の州に促進が行われる。 

促進を通じて対象州以外の州における

関係情報の収集・公開を図ること。 

3-5 小規模稲作普及ガイドライン：普及体制のた

めの中央・地方政府（州、郡、LLG及び村協

議会を含む）の役割が明確にされ、適切な普

及体制（単数または複数）を設けるための提

案書が作成される。 

本ガイドラインは全国を対象とする。

 

3-6 機械精米サービスガイドライン：活動2-2によ

り準備された機械精米サービスの改善計画に

対し、ガイドラインを作成するため更に検討

が加えられ、関係政府機関のワークショップ

またはその他必要な措置を経て、最終版が作

成される。 

本ガイドラインは全国を対象とする。

 

 

（5）両国の投入 

1）日本側 

① 長期専門家2名（チーフアドバイザー、業務調整員） 

② 短期専門家（収穫後処理技術等） 

③ 機材（事務用機器、精米機、車両等） 
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2）パプアニューギニア側 

① カウンターパート職員（中央・対象州） 

② 事務所 

③ 維持管理費 

 

３－４ 実施体制 

（1）実施機関 

実施機関名：農業畜産省及び対象州（マダン州・東セピック州・マヌス州・ミルンベイ州）

農業畜産局（PDAL） 

 

（2）カウンターパート 

稲作振興を担う農業畜産省のREUの人員体制はフェーズ1以降、5名の体制が維持されてい

る。REUの要員が中心となって中央レベルから州への講師等の要員派遣、プロジェクト活動

の管理、業務調整等が行われる。各カウンターパートの配置は以下のように計画される。 

 

体 制 現 職 役 割 

Project Director 農業畜産省州農業・技術支援担当次官 総括責任者 

Project Manager（国） 同食糧安全保障局（FSB）局長 事業管理全般（国） 

Project Coordinator 同稲作普及課（REU）課長 業務調整 

Counterpart 2 同稲作普及課員 研修・普及指導 

Counterpart 3 同稲作普及課員 FTFE、モニタリング 

Counterpart 4 同稲作普及課員 収穫後技術・精米 

Project Manager（州） 対象4州農業畜産局アドバイザー 事業管理全般（州） 

Project Coordinator（州） 州農業畜産局アドバイザーの任命 州レベル業務調整 

 

（3）プロジェクトサイト 

モデル農家による稲作普及に伴い、機械式籾すり精米機による精米サービスの体制を整備

することになる。対象4州のうち、マダン州と東セピック州では、郡またはLLG単位で公営ま

たは民営の精米施設を備えるところが多い。なかには10年以上前に稼働を開始した施設もあ

り、精米需要を満たせないところ、あるいは故障が目立つ機器が含まれる。一方、マヌス州

とミルンベイ州では、モデル農家の活動が始まったところでも、精米機を備えていないとこ

ろがある。このため精米サービスに係る調査（活動2-1）が必要な現状にある。 

 

（4）投入が想定される専門家 

チーフアドバイザー/普及計画管理、業務調整/行政強化、稲作栽培技術、収穫後処理技術等 
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３－５ 実施上の留意事項 

本詳細計画策定調査を通じて得られた実施上の留意点は以下のとおりである。 

    

（1）基本的に留意すべきことのひとつは、80％以上の国民が農村地域に居住し500以上といわれ

る部族社会に属している、つまり、極めて伝統的色彩の強い日常生活を送っていることであ

る。また、第2次世界大戦後の国連信託統治領時代を通じて進められたキリスト教化や英語教

育、輸出換金作物生産や鉱物資源開発を柱に展開されてきた経済開発、さらにはコモンウェ

ルス同盟国に属することを背景に導入されてきた社会諸制度・国家諸制度の形成が織りなす

“近代化過程の状況は極めて独自性の強い特殊なあり方”を示している。 

 

（2）日本人の日常生活とは大きくかけ離れた社会文脈において、開発事業効果を求める場合、

当然のことながら専門家（チーム）と事務所及び本部関係者との意思疎通はさまざまな局面

で困難を伴う過程であり得る。したがって、事業の運営調整や計画調整を巡る両者のコミュ

ニケーションにおいては、現地の社会事情・社会文脈を十分に考慮した注意深いあり方が求

められる。特に“本部関係者による現地訪問を通じた調整努力”が強く求められる。大きく

介在するパーセプションギャップに留意し、発展したIT技術を通じたコミュニケーションに無

前提に依存するべきではない。 

 

（3）パプアニューギニアは1975年に独立し、その3年後の1978年には州を単位とした地方分権制

度が実施に移されている。中央政府の行政力量は低く、一方、州政府の行政力量の未熟とい

った事情における混沌とした状況が一般的に見受けられる。また、住民生活に密着した課題

に対する事業実施面では州政府の行政力量が比較的安定しており、中央政府のそれは形骸化

しているように見受けられる。州政府機関の行政力量開発と同様、形骸化しているように見

える中央政府の行政力開発は共に重要な開発課題であり、事業実施を通じては、この“両者

のバランス”に留意すること、ひいては“パプアニューギニアにおける効率性”に対する配

慮が求められる。 

 

（4）調査を通じて得られた主な知見 

・ 2008年にフェーズ1事業が終了したあと、農業畜産省はマダン及び東セピック両州DPI

（Division of Primary Industry）の協力を得つつ、マヌス及びミルンベイ両州への成果普及

事業を実施しており、おおむね積極的な効果が見受けられ、両州における稲作の拡大に

貢献している。 

・ マダン及び東セピック両州における稲作の拡大も極めて積極的であり、MFアプローチ・

農民間普及法の有効性が確認されている。 

・ 以上4州に加えて、今調査では東ニューブリテン州を視察したが、以上の5州では州内で

の稲作普及に独自の進め方が観察された。例えば、マダン州では州農業畜産局のイニシ

アティブ、東セピック州ではマプリック郡農業畜産局のイニシアティブ、東ニューブリ

テン州では州・郡・LLGの連携イニシアティブ、マヌス州では州政府による地区（Ward）

レベル行政の整備政策が、さらにミルンベイ州では州農業畜産局とLLGの連携がMF活動

を支援しており、それぞれ効果的に機能している。 
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・ 食用作物栽培にかかわる普及への積極的な行政関与はパプアニューギニアではこれまで

例がなく、小規模稲作普及を通じたこれら各州の取り組みが今後各州に拡大することが

予測される（食用作物栽培/食糧安全保障事業支援）。各州における状況から、病害虫対策、

適正（優良ではない）品種種子の確保、輪作による地力維持など、補完的研修内容が必

要とされている。 

・ 一方、機械式精米機に対する期待は極めて高く、主に政治家による供与例が多く見受け

られるが、操業状態は芳しくない。ほとんどが機械の取り扱い・操作・維持管理への理

解不足に起因した故障を生じており、唯一オイスカが位置する東ニューブリテン州では

精米機操作・維持管理研修機会が提供されており事情が異なるものの、他の州では機械

精米機運用にかかわる支援機能が不在である。 

・ 調査を通じて、多くの関係者から各地域の稲作事情にかかわる情報が得られたが、それ

らは個々の経験や日常生活上入手されたものである。一方、統計的な手法を用いて収集

された稲作情報あるいは食糧安全保障情報は存在せず、これらの農業情報整理事業の必

要性は極めて高い。行政力量の未開発がこれら統計情報の必要性理解と収集力量の未開

発につながっているとはいえ、いずれにしろ、今後の大きな開発課題である。 

 

（5）今プロジェクト設計では小規模稲作“普及”に軸を置いた形成を導いたが、関連“技術開

発・移転”の必要も初歩的内容でありながら高いニーズが確認される。前者に軸足を置くと

いう判断は、事業期間と投入資源量の限定が背景である。したがって、今後の同分野への支

援では、関連“技術開発・移転”への留意が重要である。 
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第４章 プロジェクト実施の妥当性 
 

４－１ 妥当性 

高い。 

・ “Increasing Domestic Rice Production as a Component of National Food Security”（農業畜産省、

1998）や「稲作開発政策（2004-2014）」（農業畜産省、2004）等の国家政策にみられるように、

コメの国産化には高い優先度が置かれている。 

・ フェーズ1の実施により、モデル農家による農民間普及（FTFE）が政府の農業普及体制を代替

し得ることが実証されたが、実施機関であるREUでは、国産米の生産消費に係る統計の未整

備、地方政府（州、郡、LLG）による農業普及体制の把握と改善、地方政府が運営する精米サ

ービスへの支援、種子配布への支援、病虫害や土壌管理などの技術的課題に対応する普及事

業の実施、といった課題を抱えている。このような課題の解決を通じて、モデル農家アプロ

ーチへの支援体制の改善がなお必要な状況にある。 

・ 特に若年世代の食生活の変化により、農村部や都市部のいずれにおいてもコメの需要は高い。

調査団が訪問した地方村落でも、村の売店で輸入米を販売していることが確認された。聴取

調査を行った農家のなかでは、現金収入の半分程度がコメの購入に使われるとの事例が数例

あった。流通米が高価格であるために、農家では伝統的な主食や商品作物の栽培を稲作に替

える傾向がみられる。そのような状況下、農家はコメの栽培や収穫物管理の技術を取得する

必要に迫られている。 

・ 本プロジェクトは、モデル農家アプローチへの政府支援活動の改善、NDAL-REUの政策実施

強化に向けた情報活動と各州に対する事業指針の作成と、2つのアプローチをとっている。こ

れらのアプローチを構成する活動は、3年間のプロジェクトが実施可能な形で、実施機関や地

方農家のニーズに応えるもので、また現下のニーズに対処することにより、関連の国家政策

の実施に貢献するものとなっている。 

 

４－２ 有効性 

高いと予測される。 

・ モデル農家アプローチへの政府支援活動として、フェーズ1及び延長フェーズの対象州におい

て、主な技術的課題に対応するモデル農家の補完研修、モニタリング活動の改善、精米機運

営体制の改善（成果1と2）を、またNDAL-REUの政策実施強化の一環として、情報活動と事

業指針の提示（成果3）を行う。成果3下の活動がプロジェクト目標である「モデル農家アプ

ローチへの支援体制の適用と改善」に必要な理由は、支援体制を改善するうえで、各州が行

う支援体制の実態、稲作の技術課題、輸入米現地価格など、必要な情報が基本的に不足して

いるためである。 

・ 以上にみられるように、本プロジェクトの成果1～3は、いずれもプロジェクト目標を達成す

るうえで欠かせぬ事業コンポーネントとなっている。また、延長フェーズとフェーズ1の対象

州でモデル農家アプローチが現に進行している状況にあることから、本プロジェクトは、こ

れら既存プロジェクトの有効性を高めるために実施されるとみることもできる。 
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４－３ 効率性 

高いと予測される。 

・ 農業畜産省及び州政府予算により、対象4州では、延長フェーズのモデル農家研修やフェーズ

1で構築されたモデル農家アプローチが進行中である。本プロジェクト実施の際には、これら

既存プロジェクトの人的リソースが利用できる。またオイスカなど現地研修機関が利用でき

るので、講師派遣等の国際コストを低減できる。ある段階からはモデル農家補完研修に既存

モデル農家をリソース要員として動員できる。以上は本プロジェクトの経費を低減し、ひい

ては効率性を高める要因となる。 

・ 成果達成のためクリアすべき条件がいくつかあると考えられる。モデル農家補完研修に向け

て計画する研修コース内容（活動1-3）には、その日から圃場で利用できるような実践性をも

つ技術が求められる。また、ベースライン調査（活動3-1）の設計に際しては、自給稲作の振

興政策を強化する見地から調査項目を選定（例えば稲作の普及状況だけではなく消費の状況

を含むなど）しなければならない。調査対象のLLG（あるいはその下の区）を選定する際には、

調査コストとの兼ね合いはあるが、十分な調査結果を確保できるようにサンプル数を確保す

ることが求められる。 

 

４－４ インパクト 

高いと予測される。 

・ 特に道路インフラが未整備の地方村落部においては、輸入米が高価なために、自給稲作への

意欲は大きい。パプアニューギニアでは、内陸や島嶼部の多くがいまだにそのような状況に

置かれている。このような地域では伝統的な自給生活が続いており、また生計手段が限定さ

れることから、現金収入機会が少ない。パプアニューギニアでは、2008年現在、国際通貨基

金（IMF）の貧困削減・成長ファシリティ（PRGF）の条件を満たしているように、多くの世

帯が貧困レベルにある。本プロジェクトは食糧安全保障への貢献のみならず、栄養改善等の

貧困削減にもつながると期待できる。 

・ 家族労働力の制限から、稲作を始めるときは、他の作物の栽培を中止または減らしている農

家が多い。特に自給栽培においては技術的な対応、投入が不足することから病中害等により

食料確保の量における負のインパクトを最小限にするよう留意する必要がある。 

 

４－５ 持続可能性 

高いと予測される。 

・ パプアニューギニアでは、以前から多くの国家政策が稲作振興の方向性を打ち出しているが、

政策実施レベルにおいては、計画立案に必要な情報（例えば新規の州でのコメの生産と消費

や稲作普及体制の状況など）が把握されていない状況があり、実施可能な事業計画を作成す

るのが困難な状況にある。そのようななかで、モデル農家アプローチを採用したフェーズ1は

普及事業の実施を現に可能とした事例となっている。延長フェーズや本プロジェクトはフェ

ーズ1を後継するもので、そのため政策立案機関による支持は高い。 

・ 国・州の実施機関は小規模稲作を振興するうえで何が課題か理解しているが、課題に対処す

るために事業を計画し実施する経験がまだ十分ではない。本プロジェクトの実施により必要

な経験が蓄積されると期待できる。 
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・ NDAL-REUでは2011年度の稲作関連予算30万キナ（約900万円）を確保している。適切な予算

執行を行うことで、この予算は今後も継続すると見込まれる。 

・ 新規対象州への延長フェーズの実施をみると、モデル農家アプローチにより稲作の基本技術

を普及する体制については既に定着したものとみられる。今後は、病虫害対策・土壌管理等

の面で、情報と技術要員の技術資源プールが必要である。その当初段階の構築に向けて、モ

デル農家補完研修を通じ本プロジェクトが貢献すると考えられる。 

 

４－６ 貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

多くの農業世帯が貧困レベルにあるパプアニューギニアでは、稲作の導入にあたり農業機械や

農業資材を農家が調達することは一般に困難である。そのような状況をかんがみ、本プロジェク

トが普及する小規模稲作は、簡易で低投入な稲作技術を特徴としており、外部からの資材調達に

依存し、また家庭労働力を超えるような投入を条件としていない。また、稲作の導入はコメ購入

のための現金支出を減らし家計の改善に貢献する。フェーズ1の実施を通じて、稲作導入に伴う作

付けパターンの変化や家計改善が社会的性差の助長につながるような事例は報告されていない。 

 

４－７ 過去の類似案件からの教訓の活用 

フェーズ1後半の2年余の期間中にチーフアドバイザー・普及計画を担当した中山一三氏の業務

完了報告書（2008年11月）に挙げられた教訓が活用できているか検討する。教訓の1つに、「カー

ゴカルトからの脱却を基本に据えた援助の取り組みの必要性」がある。これについては、ワント

ク（大洋州地域の助け合い精神）社会の良い面の活用（モデル農家アプローチの採用）、人々の強

いニーズに合わせた事業形成（普及対象に稲作を選定）、到達可能で変化が認識できるような目標

の設定（目的達成志向が強調されたモニタリング体制の継続）等、本プロジェクトはフェーズ1の

経験を十分に継承している。 
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１．調査日程

調査日程 
日順 月 日 曜 移 動 総 括 協力企画 評価分析 滞在地

1 3月12日 土 成田→   移動 機中 

2 3月13日 日 AM:POM着   PM：専門家打合せ POM 

3 3月14日 月    
JICA事務所、農業畜産省（FSB及び

REU）表敬・打合せ 
POM 

4 3月15日 火    農業畜産省（REU）情報収集 POM 

5 3月16日 水 
POM→Madang（15:30/ 

16:30） 
  

AM：農業畜産省（REU）情報収集 

PM：POM→Madang 
Madang

6 3月17日 木    
マダン州農業畜産局情報収集、

Ambenob LLG等の稲作農家調査 
Madang

7 3月18日 金    
Usino Bundi郡精米所、Usino LLG稲

作農家調査 
Madang

8 3月19日 土    Sungilvar LLG稲作農家調査 Madang

9 3月20日 日 
Madang→Wewak（17:00/ 

17:40） 
  資料整理、移動 Wewak

10 3月21日 月    
東セピック州農業畜産局面談、

Maprikに移動 
Maprik

11 3月22日 火    
Bumbita LLG等精米所、稲作農家調

査 
Maprik

12 3月23日 水    
Yamerutamoi LLG等精米所、稲作農

家調査 
Wewak

13 3月24日 木 
Wewak→POM（06:10/ 

08:20） 
  

AM：移動 

PM：資料整理 
POM 

14 3月25日 金    
REUにて要請のPDMフレームワーク

質疑 
POM 

15 3月26日 土    資料整理 POM 

16 3月27日 日    資料整理、中間報告送付 POM 

17 3月28日 月    資料整理 POM 

18 3月29日 火 
POM→Lae 

Lae→POM 
  

農業研究所（NARI）、農業畜産省地

域事務所情報収集 
POM 

19 3月30日 水 成田→ 移動 資料整理 POM 

20 3月31日 木 AM：POM着 
11:00 団内打合せ 

13:40 計画省、15:00農業畜産省（次官補）表敬 
POM 

21 4月1日 金 POM→RAB（07:10/8:35) 
東ニューブリテン州農業畜産局、農業畜産省地域事務所表敬・打合せ、OISCA

視察 
RAB 

22 4月2日 土  Sinivit LLG等稲作農家、精米所 RAB 

23 4月3日 日 RAB→POM（10:40/12:20) 資料整理 POM 

24 4月4日 月 
POM→

Manus(9:35/11:00) 
マヌス州知事、州農業畜産局表敬・打合せ Manus

25 4月5日 火  PNKA LLG, Liap村等にて稲作農家、精米機調査 Manus

26 4月6日 水 
Manus→POM

（12:05/14:25)  

9:00 マヌス州農業畜産局追加調査 

PM：移動、資料整理 
POM 

27 4月7日 木  団内打合せ、農業畜産省（REU）にてM/M案協議 POM 

28 4月8日 金 
POM→

Alotau(9:30/10:30) 
ミルンベイ州農業畜産局表敬 Alotau

29 4月9日 土  ミルンベイ州農業畜産局面談、Huhu LLG（南岸）にて稲作農家訪問調査 Alotau

30 4月10日 日  資料整理   Alotau

31 4月11日 月  

Maramatana LLG（北

岸）にて稲作農家訪

問調査 

Alotau→POM

（10:55/11:55）

Maramatana LLG（北岸）にて稲作農

家訪問調査 

Alotau

/POM 

32 4月12日 火  
Good Enough 

LLG/RDOと面談 
資料整理 Good Enough LLG/RDOと面談 

Alotau

/POM 

33 4月13日 水 
Alotau→

POM(11:00/12:00) 

AM：移動 

PM：団内打合せ 

AM：資料整理 

PM：団内打合せ 

AM：移動 

PM：団内打合せ 
POM 

34 4月14日 木  農業畜産省協議（M/M案修正）、計画省協議（M/M案説明） POM 

35 4月15日 金  M/M署名、JICA事務所報告、大使館報告 POM 

36 4月16日 土 POM→成田 移動 - 

POM：PORT Moresby 

FSB：Food Security Branch（食糧安全保障局） 

REU：Rice Extension Unit（稲作普及課） 

PDM：Project Design Matrix（プロジェクト・デザイン・マトリックス） 

RAB：Rabaul 

M/M：Minutes of Meeting（協議議事録、ミニッツ） 

RDO：Rural Development Officer 
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